平成２４度小海保育所入所案内
1. 　入所できる児童
児童の保護者及び同居親族が次のいずれかの状態にあり、家庭において保育できない場合保育所に入所できます。

１）　家庭外労働　昼間居宅外で労働していることを状態としている場合

２）　家庭内労働　昼間居宅内で児童と離れて日常の家事以外の労働をすることを状態としている場合（農業、自営業、内職等）

３）　妊娠、出産　妊娠中であるか、又は出産後間もない場合

４）　疾病、負傷　疾病に罹り若しくは負傷し、又は、精神的、身体的に障害を有している場合
５）　病人の介護等　長期にわたり疾病の状態にあるか、または精神、身体に障害のある同居の親族を常時介護している場合

６）　家庭の災害　震災、風水害、火災その他の災害復旧にあったっている場合

７）　前各号に類する状態で町長が認める場合
◇　上記のいずれにも該当しない場合は、入所申し込みをされても入所できませんのでご承知おきください。
２.　通常保育時間　
平日（月曜日から金曜日）の午前8時から午後4時まで

３. 延長保育
保護者の仕事の都合、又は家庭の都合等で通常の保育時間を越えて保育が必要な場合、延長保育を利用することが出来ます。別途申し込み及び延長保育料金が必要です。
１）　通常保育前早朝保育　　午前7時30分～8時まで（無料）

２）　通常保育時間後　　　　午後4時～7時まで（有料）

３）　希望保育後　　　　　　午後4時～５時まで（有料）
４.　希望保育

祝祭日を除く土曜日仕事等諸事情で保育できない場合は希望保育

午前７時30分から午後4時　午後4時から5時までの延長保育（有料）があります。
５.　乳児保育
乳児保育は、育児休業明け等より受け入れます。

（希望される場合は、事前に保育所にご相談下さい。）
６.　広域保育

小海町にお住まいで、諸事情により小海保育所以外の保育所に入所を希望される児童についてはご相談ください。広域保育の必要性、委託市町村の保育園の受け入れ状況等によって決定させていただきます。入所申し込みについては小海保育所に提出していただくことになります。
７.　保育料

保育料は、２３年収入に係る保護者の所得税額等により決定します。
８.　途中入所予定者

入所申し込み児童数に基づき保育士の配置を決めるため、年度途中に入所したい場合は、早めにご相談下さい。

また、育児休業取得後に途中入所を予定している場合も申し込み期間中にご相談下さい。
９.　入所手続き等

	園　の　名　称
	小海町小海保育所

	所　　在　　地
	小海町大字小海4041番地4

	電　話 ･ F A X
	電話９２－２３５１　FAX９２－２０３０

	定   　　　　員
	１５０人

	申　込 　期　間
	平成2３年11月4日から24日まで

	申込書類
	保育所入所申請書、就労証明書（会社員等）または保育の実施を必要とする理由書（農業従事者、妊娠出産、介護等）


※入所申し込みに必要な書類は、保育所及び役場窓口に備えておきます。
10.　その他

☆　子育て支援センター事業
未就園の親子を対象に保育所や児童館を開放し、子育て交流や育児相談、教室等を行っていますので、気軽にご利用下さい。
☆　一時保育事業
冠婚葬祭や急な用事等で子育てができない場合は、半日又は1日だけの短期間保育を実施していますのでご相談ください。
○詳細不明な点等は、小海保育所（電話９２－２３５１）、または役場窓口係（電話９２－２525）)にお尋ね下さい。






